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せ

問

　
市
で
は
、
降
雪
時
の
『
安
全
で
円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
す
る
』

た
め
、
適
切
な
除
雪
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
効
率
よ
く
安
全
な
除
雪
作
業
を
実
施
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な

点
に
ご
理
解
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
市
道
・
雪
捨
て
場

　
建
設
課
（
森
吉
庁
舎
内
） 
☎
72‐
３
１
１
６

◆
国
道
７
号

　
国
土
交
通
省
能
代
河
川
国
道
事
務
所

　
大
館
国
道
出
張
所　
☎
０
１
８
６‐

49‐

０
３
２
１

◆
国
道
１
０
５
・
２
８
５
号
、
県
道

　
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部 

☎
62‐

１
８
３
４

ご
理
解
ご
協
力
く
だ
さ
い

道
路
の
除
排
雪
作
業
に

道
路
の
除
排
雪
作
業
に

道
路
の
除
排
雪
作
業
に

お問い合わせ

　雪捨て場については、昨年と同様河川管理者の許可を得て
います。詳細については市建設課に問い合わせるか、市ホー
ムページをご覧ください。

問◆
深
夜
、
早
朝
の
作
業
に

ご
理
解
願
い
ま
す
！

◆
沿
線
の
空
き
地
、
田
畑
の

利
用
に
協
力
く
だ
さ
い
！

◆
道
路
に
置
い
て
あ
る
も
の
は

撤
去
し
て
く
だ
さ
い
！

◆
深
夜
、
早
朝
の
作
業
に

ご
理
解
願
い
ま
す
！

　
除
雪
作
業
は
、
交
通
量
の
少
な
い
深
夜

か
ら
早
朝
に
か
け
て
行
う
た
め
、
除
雪
車

の
エ
ン
ジ
ン
音
や
振
動
で
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
快
適
で
安
全
な
通
勤
・
通

学
路
確
保
の
た
め
で
す
の
で
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

◆
沿
線
の
空
き
地
、
田
畑
の

利
用
に
協
力
く
だ
さ
い
！

　
道
路
沿
い
の
空
き
地
や
田
畑
に
雪
を
押

し
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
道
路
に
置
い
て
あ
る
も
の
は

撤
去
し
て
く
だ
さ
い
！

　
歩
道
な
ど
へ
乗
入
れ
る
た
め
の
『
歩
み

板
』
や
道
路
に
置
い
て
あ
る
物
は
、
除
雪

◆
路
上
駐
車
は
や
め
て
く
だ
さ
い
！

◆
自
宅
前
は
自
分
で

除
雪
し
て
く
だ
さ
い
！

車
が
引
っ
か
け
て
周
囲
の
物
を
壊
し
て
し

ま
う
原
因
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
で
き
る

だ
け
撤
去
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
路
上
駐
車
は
や
め
て
く
だ
さ
い
！

　
路
上
駐
車
部
分
の
除
雪
が
で
き
ず
に
、

道
幅
が
せ
ま
く
な
り
ま
す
。
交
通
渋
滞
や

事
故
の
原
因
と
な
る
ほ
か
、
除
雪
作
業
が

遅
れ
る
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
絶
対
に
や

め
て
く
だ
さ
い
。

◆
自
宅
前
は
自
分
で

除
雪
し
て
く
だ
さ
い
！

　
除
雪
車
が
通
っ
た
後
は
ど
う
し
て
も
雪

が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
通
勤
や
通
学
時

間
帯
ま
で
に
交
通
確
保
す
る
た
め
、
沿
道

一
軒
一
軒
の
出
入
り
口
除
雪
や
各
家
庭
の

時
間
帯
に
合
わ
せ
た
作
業
を
行
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
ご
自
宅
前
の
除
雪
に
大
変
苦
労
さ
れ
て

◆
道
路
に
雪
を

捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
！

◆
雪
捨
て
で
上
げ
た
側
溝
の
ふ
た
は

す
ぐ
に
戻
し
て
く
だ
さ
い
！

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
お
年
寄
り
世
帯
等
の
除
雪
に
つ

い
て
は
、
近
隣
で
の
ご
協
力
に
よ
る
除
雪

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
道
路
に
雪
を

捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
！

　
道
路
に
雪
を
捨
て
ら
れ
る
と
、
交
通
の

支
障
と
な
り
事
故
の
原
因
と
な
る
場
合
が

あ
り
大
変
危
険
で
す
。
絶
対
に
捨
て
な
い

で
く
だ
さ
い
。

　
排
雪
の
際
は
、
市
指
定
の
雪
捨
て
場
を

利
用
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
雪
捨
て
で
上
げ
た
側
溝
の
ふ
た
は

す
ぐ
に
戻
し
て
く
だ
さ
い
！

　
歩
行
者
の
転
落
や
、
車
が
脱
輪
し
て
し

ま
う
な
ど
の
重
大
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

作
業
後
す
ぐ
に
元
ど
お
り
に
戻
し
て
く
だ

さ
い
。

問

【個人住民税の特別徴収とは】
　給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業
員に支払う給与から住民税（市町村民税＋県民税）を
徴収（天引き）し、納税義務者である各従業員に代わっ
て、一括して市町村に納入していただく制度です。
【納税の負担感が激減します】
　特別徴収にすると従業員一人一人が金融機関に
納めに行くなどの手間が無くなり、１年分の納税
額を12回に分けるので、普通徴収（年４回）で納
めるより、１回あたりの納税額が少なくなります。
【原則は特別徴収】
　地方税法及び各市町村の条例により、給与を支
払う事業主は原則として、すべて特別徴収義務者
として住民税を特別徴収していただくことになっ
ています。
　　秋田県総務部税務課　☎018‐860‐1153
　　北秋田市税務課　☎62‐1116

　まだ実施されていない事業主の方は、各従業員の
住所地の市町村税務課に連絡のうえ、従業員の住民
税の特別徴収を行っていただくようお願いします。

《事業主の方に行ってもらうことは》
主に下記の３つです。
○毎月の給与から市町村が通知した税額を徴収。
○徴収額を徴収した翌月の10日まで納入。
○従業員の就職・退職があれば市町村に連絡。

　特別徴収事務は、所得税のように税額の計算や
年末調整などを行う手間はかからず、難しいもの
ではありません。
　納税者の利便性向上のため、設けられている制
度ですので、ご理解と特別徴収の実施をお願いし
ます。

従業員の個人住民税の特別徴収を
実施していない事業主の方へ

秋田県は市町村と共同で個人住民税の特別徴収を推進しています秋田県は市町村と共同で個人住民税の特別徴収を推進しています秋田県は市町村と共同で個人住民税の特別徴収を推進しています

問
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